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第１・２分団のみなさまへ 

 

佐渡市総務部防災課    

 

佐渡市指定避難所（避難場所）の見直しについて 

 

日頃より、市の防災行政並びに地域の防災活動に多大なるご尽力を賜り厚くお礼申し上

げます。 

これまで相川市街地に近い佐渡高等学校相川分校第２体育館を佐渡市指定避難所（避

難場所）としていましたが、現在の耐震基準を満たしていないことが判明し使用禁止となった

ため、市の指定避難所（避難場所）から除外することといたしましたので、避難される時はご

注意ください。今後、周辺施設の避難所指定も検討していきたいと考えております。 

また、佐渡市地域防災マップ４ページの指定避難所から「佐渡高等学校相川分校第２体

育館」をペンで消すなどして削除くださいますようお願いいたします。 
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